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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】令和2年2月6日(2020.2.6)

【公開番号】特開2019-882(P2019-882A)
【公開日】平成31年1月10日(2019.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2019-001
【出願番号】特願2017-118766(P2017-118766)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｋ  35/02     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   9/173    (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   9/12     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｋ   35/02     　　　Ｎ
   Ｂ２３Ｋ    9/173    　　　Ａ
   Ｂ２３Ｋ    9/12     ３０５　
   Ｂ２３Ｋ   35/30     ３２０Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月17日(2019.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａｒを含むガスと、
　鋼心線及び該鋼心線の表面に形成された銅めっき膜を備え、前記銅めっき膜の平均結晶
粒径が６００ｎｍ以下であるソリッドワイヤと、
　を用いて溶接を行うことを特徴とするアーク溶接方法。
【請求項２】
　前記ソリッドワイヤを、該ソリッドワイヤの進退方向に繰り返し送給制御しながら溶接
することを特徴とする請求項１に記載のアーク溶接方法。
【請求項３】
　前記鋼心線は、軟鋼からなることを特徴とする請求項１または２に記載のアーク溶接方
法。
【請求項４】
　前記ソリッドワイヤが、
　質量％で、
　Ｃ：０．１５％以下、
　Ｓｉ：２．０％以下、
　Ｍｎ：３．０％以下、及び
　Ｃｕ：０．５％以下
　を含有することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載のアーク溶接方法。
【請求項５】
　前記ソリッドワイヤが、さらに、質量％で、Ｓ：０．３０％以下、Ａｌ：１．０％以下
、Ｍｏ：３．０％以下、Ｔｉ：０．３％以下、及びＺｒ：０．３％以下のうち少なくとも
一つを含むことを特徴とする請求項４に記載のアーク溶接方法。
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【請求項６】
　前記銅めっき膜の前記平均結晶粒径が５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であることを特徴と
する請求項１から５のいずれか一項に記載のアーク溶接方法。
【請求項７】
　鋼心線と、該鋼心線の表面に形成された銅めっき膜とを備えたソリッドワイヤであって
、
　前記銅めっき膜の平均結晶粒径が６００ｎｍ以下であることを特徴とするソリッドワイ
ヤ。
【請求項８】
　前記鋼心線は、軟鋼からなることを特徴とする請求項７に記載のソリッドワイヤ。
【請求項９】
　質量％で、
　Ｃ：０．１５％以下、
　Ｓｉ：２．０％以下、
　Ｍｎ：３．０％以下、及び
　Ｃｕ：０．５％以下
　を含有することを特徴とする請求項７または８に記載のソリッドワイヤ。
【請求項１０】
　さらに、質量％で、Ｓ：０．３０％以下、Ａｌ：１．０％以下、Ｍｏ：３．０％以下、
Ｔｉ：０．３％以下、及びＺｒ：０．３％以下のうち少なくとも一つを含むことを特徴と
する請求項９に記載のソリッドワイヤ。
【請求項１１】
　前記銅めっき膜の前記平均結晶粒径が５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であることを特徴と
する請求項７から１０のいずれか一項に記載のソリッドワイヤ。
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